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令和元年１２月伊勢原市教育委員会定例会議事録 

 

１ 開催日時 

  令和元年１２月２４日（火）午前９時３０分から９時５５分 

 

２ 開催場所 

  市役所 ３階 第２委員会室 

 

３ 教育長及び委員 

  教育長           鍛代 英雄 

  委 員           永井 武義 

  委 員           重田 恵美子 

  委 員           菅原 順子 

   

４ 説明のために出席した職員 

  教育部長          谷亀 博久 

  学校教育担当部長      石渡 誠一 

  参事（兼）教育総務課長   古清水 千多歌 

  参事（兼）歴史文化担当課長 立花 実 

  参事（兼）教育センター所長 橋口 龍郎 

  学校教育課長        守屋 康弘 

  教育指導課長        今井 仁吾 

  図書館・子ども科学館長   倉橋 一夫 

  社会教育課社会教育係長   吉田 千恵子 

     

５ 欠席 

  委 員（教育長職務代理者） 渡辺 正美 

 

６ 会議書記 

  教育総務課総務係長     大澤 貴之 

 

７ 傍聴人 

  １ 名 

 

８ 議事日程 

  日程第１ 前回議事録の承認 

  日程第２ 教育長報告 

  日程第３ 議案第２５号 伊勢原市立子ども科学館条例施行規則の一部を改

正する規則について 
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  －－－－－－－－－－－－－－ ○ －－－－－－－－－－－－－－－ 

 

午前９時３０分   開会 

 

○教育長【鍛代英雄】  定刻となりました。本日は渡辺委員が欠席ですが、定

足数に達しておりますので、ただいまから教育委員会議を開催いたします。 

  

  －－－－－－－－－－－－－－ ○ －－－－－－－－－－－－－－－ 

 

日程第１ 前回議事録の承認 

 

○教育長【鍛代英雄】  日程第１、「前回議事録の承認」について、お願いし

ます。 

○教育長及び全委員 承認 

 

  －－－－－－－－－－－－－－ ○ －－－－－－－－－－－－－－－ 

 

日程第２ 教育長報告 

 

○教育長【鍛代英雄】  日程第２、「教育長報告」をいたします。本日は１点

でございます。市議会１２月定例会一般質問の概要について、各部長から報告を

お願いします。 

○教育部長【谷亀博久】  それでは、資料１の説明に入る前に、この１２月議

会での補正予算について、ご説明させていただきます。 

 今年度、設計業務を進めております小中学校５校のトイレ改修工事につきまし

て、国庫補助金の採択を受けることができたため、計画を前倒しし、校舎及び体

育館等のトイレ改修工事の経費を計上させていただきました。 

 工事の概要は、高部屋小学校の校舎と体育館、大田小学校の校舎と体育館、成

瀬小学校の校舎、大山小学校の校舎と体育館、山王中学校の校舎と体育館、以上

５校のトイレを改修するもので、４億５,７０６万１千円の歳出を計上いたしまし

た。 

 関連の歳入については、国庫補助金が７,８８５万３千円、市債が３億５,３２

０万円を計上させていただいております。１２月６日の本会議において可決・成

立いたしましたので、ご報告をさせていただきます。 

 それでは、資料１でございます。一般質問は４人の議員から主にいただきまし

た。 

 まず１番目、相馬欣行議員です。私のほうからは、発言の主題１、豪雨から市

民の命を守るためにということで、体育館に避難された方から、雨漏りや老朽化

に対する不安の声を聞いたという質問でございます。 

 本年度から校舎のトイレ改修に合わせて、体育館のトイレも改修を行っている
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と。少しでも安心して過ごしていただけるよう、校舎等の活用なども含めて、学

校と調整していきますという答弁をしております。 

○学校教育担当部長【石渡誠一】  発言の主題２、おいしい小中学校給食を継

続提供するために、（１）小学校給食調理業務の民間委託について、ご質問をい

ただきました。 

 こちらにつきましては、市の行財政改革推進計画や定員管理計画に基づき、外

部委託や民間活力の導入に取り組んでいること、給食調理業務の民間委託は、給

食調理員の定年退職に合わせて、民間事業者への委託を推進し、簡素で効率的な

行財政運営を図ることを目的に実施すること。こうした市の方針に則り、試行実

施をするもので、試行期間中に必要な検証を行い、直営と委託のメリット、デメ

リット等を実際に比較し、委託校数の拡大等について検討しますと答弁いたしま

した。 

 続いて、（２）安全でおいしい給食の継続提供についての質問でございます。 

 これにつきましては、現在、市内の小学校の調理施設のうち、平成に入って建

設した施設が３校、ほかは昭和４０年代から６０年代に建設した施設となってお

ります。 

 老朽化している施設もございますが、必要な修繕等に努めていること、また給

食調理の自校方式を引き続き実施し、令和３年度までに策定する学校施設の長寿

命化計画を踏まえて、その先の対応に適切に対応することについて、答弁をいた

しました。 

 次に、土山由美子議員でございます。発言の主題は、「学校運営上の化学物質

使用に当たっての配慮に関するマニュアル」の見直しについてです。 

 （１）マニュアルをどのように活用しているかという質問に対しまして、平成

２３年６月に作成したマニュアルでは、化学物質過敏体質の児童生徒が支障なく

学校生活を送ることができるように、学校衛生法基準に基づく、自然換気を積極

的に行うことや、洗浄や清掃等による物理的対処を行うことを定めていること。

床に塗布するワックス、教材から揮発する化学物質、校庭の樹木へ散布する殺虫

剤等の影響が考えられることから、各学校でマニュアルに基づき、使用する製品

を選択していると、答弁いたしました。 

 （２）このマニュアルの改定についての見解はという質問でございます。こち

らにつきましては、マニュアルの見直し・改定については、厚生労働省が定める

基準・数値の見直しがあった場合に、必要に応じて行う旨を答弁いたしました。 

 こちらについては以上でございます。 

○教育部長【谷亀博久】  続きまして３番目、山田昌紀議員でございます。公

共施設等総合管理計画についてということで、教育施設の長寿命化計画への質問

でございます。 

 長寿命化計画策定の目的は、コストの縮減及び予算の平準化を図りつつ、学校

施設の機能・性能を確保するということ。具体的な内容としては、小中学校１４

校の全ての施設を対象にして、令和２年度に老朽化調査、令和３年度に長寿命化

計画を策定するとともに、公民館、図書館、子ども科学館も、同じスケジュール
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で計画策定を予定しているということです。 

 また、再質問で、子ども科学館の今後の方向性ということでお尋ねがありまし

た。現在、他機能への転換の検討を進めるとしており、事務レベルで検討を行っ

ていると答弁をしてございます。 

 以上です。 

○学校教育担当部長【石渡誠一】  八島満雄議員でございます。大きく２点、

ご質問をいただきました。発言の主題１といたしまして、特色ある教育モデル推

進事業「大山小学校」について、ここで６年間の事業が終わることからのご質問

でございました。 

 まず、（１）大山小学校の取り組みにつきましては、改めて大山小学校の特色

ある教育モデル推進事業についての概要を説明し、特に外国語教育についてとい

うことでしたので、その内容について説明し、指導計画や評価の観点をまとめた

「大山英語プラン」を作成し、ほかの小学校の指導計画に役立てたことについて

ご答弁をいたしました。 

 （２）学区を外しての就学認定につきましては、本事業に魅力を感じ、希望す

る場合に市内全域から児童の受け入れを行う、就学指定校変更の許可を行い、６

年間で２２人、現在は１６人が学区外から通学していること。学習活動では、一

定の人数がいることで、話合いや関わりがより多様になるとともに、大山小の特

徴の１つ、異学年交流がさらなる充実を図ることができていることについて答弁

をいたしました。 

 （３）６年間の指定校での成果につきましては、外国語教育については、授業

の指導の形態から、児童が英語に触れる機会が多くあり、英語のなれ親しみや、

コミュニケーションへの関心、意欲、態度等が大きく伸びていること。ＩＣＴ機

器の利活用については、学級での活用に際しまして、１人１台で使用できる環境

を整えたことから、児童が機器を使いこなしていること。外国語やＩＣＴの活用

については、市内の小中学校に情報提供されていることを答弁いたしました。 

 大きな２点目の、学校教育の喫緊の課題についてでございます。 

 まず、（１）学校教育の日課表について。こちらは、来年度、新学習指導要領

が小学校で全面実施されることを踏まえてのご質問でございます。 

 また、学校教育の日課につきましては、小学校は来年、学習指導要領の全面実

施、中学校は中学校給食が開始されます。このことに伴い、下校時刻が遅くなら

ない日課表の工夫についてのご質問です。 

 日課表は、各小中学校の実績に応じて定められているが、学習指導要領の改訂

で、授業時数が増える場合、日課の検討を行い、下校時刻への影響を鑑みて、こ

れまでも協議・検討がなされてまいりました。例えば、１５分間の短時間学習を

活用したり、曜日によって休み時間や清掃時間を短くするなどして工夫している

ことを答弁いたしました。 

 （２）は、エアコンが導入されたことで、さらに教育環境についてどのような

影響があったかというご質問でございました。 

 小中学校へのエアコン設備の導入は、今年度中に完了する予定でございますが、
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現段階では、そのことに伴って長期休業期間を変更しての授業日、登校する日を

増やすことは想定していないこと。ただ、夏休み中には多くの小中学校で自習や

課題に取り組む日、補習を行う日を設定していたり、また、中学校では部活動の

ほか、リーダー研修会の準備や、平和の旅派遣団の平和のつどいでの報告会に向

けての準備があり、さまざまな活動が涼しい環境で行われ、充実したものになる

と期待していると答弁いたしました。 

 以上でございます。 

○教育長【鍛代英雄】  報告が終わりました。ただいまの報告の内容につきま

して、ご質問やご意見等がありましたらお願いします。 

 永井委員。 

○委員【永井武義】  相馬議員の一般質問、発言主題の１ですが、確かに、先

日、小学校の研究発表会で体育館に行ったときに、雨が降っていて、雨音が気に

なるなと感じて、先生方とお話をしたのを思い出したのですが、確かに緊急避難

先とはいえ、避難してああいう状況になると、不安というのはすごくあるのかな

と感じたところでございます。 

 実際に雨漏りしている校舎や体育館というのは、現状あるのでしょうか。 

○教育長【鍛代英雄】  教育総務課長。 

○教育総務課長【古清水千多歌】  今、データとしては持ってきていないので

すが、雨漏りというか、雨の吹き込み等で漏れてしまうという状況は、幾つかの

小中学校でございます。 

○委員【永井武義】  小学校での研究会か学校訪問だったと思うのですが、懇

談の折に先生方から、風が強い日に雨が降るとしみ込みがあるというようなこと

は聞いたことがありました。そういう声はやはり上がっているわけですね。 

○教育総務課長【古清水千多歌】  はい。 

○委員【永井武義】  雨の日の見回りなど実際に集中してチェックすることが

大事かなと思いました。 

○教育長【鍛代英雄】  ほかにございますか。菅原委員。 

○委員【菅原順子】  ３ページの、大山小学校の事業について、ここに記載の

とおり、３本柱の外国語教育、ふるさとの伝統文化の学習、ＩＣＴ機器の利活用、

そして、小規模校である大山小学校に、ある程度の人数の児童が集まることで、

集団活動も充実させるという所期の目的に対して、６年間で非常に大きな成果を

上げてきたと私も感じています。 

 「ある程度の人数」ということですが、これは何人を想定していているのか。

例えば少ない場合には、学年が上がった段階でも再募集したり、あるいは、ある

程度想定している人数を超えてしまった場合はお断りをするとか、人数について

基準があるのかお伺いしたいと思います。 

○教育長【鍛代英雄】  教育指導課長。 

○教育指導課長【今井仁吾】  このモデル事業では、就学時に１学年１５人ま

でという形で募集を行いました。この６年間で１５人を超えたことはございませ

ん。１５人という人数は、学校と調整しながら決定した人数でございます。 
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○委員【菅原順子】  一番少ない学年で何人なのですか。 

○教育指導課長【今井仁吾】  ６人です。 

○委員【菅原順子】  最低でも６人はいるわけですね。１人とか２人、あるい

はいない学年もあったのですか。 

○学校教育担当部長【石渡誠一】  いないということはなかったのですが、以

前３人という学年があったと記憶しています。 

○委員【菅原順子】  少人数でモデル推進事業として大きな成果を上げている

ということですね。 

 次に、最後のページのエアコンについてですが、エアコンが設置されて、夏休

みも涼しい環境の中で、活動できることになるのですが、エアコン使用の上限と

いうのは定められているのか。９月に２つの小学校でエアコンが使用されたと思

うのですが、使用時間とか予算的なものについて教えていただきたいのですが。 

○教育長【鍛代英雄】  教育総務課長。 

○教育総務課長【古清水千多歌】  実際、はっきりした推計を出すことはちょ

っと困難なので、１カ月程度の予算計上を今年度はさせていただいております。

大体、予算の範囲での使用になっていると思っています。 

 また、使用に関する指針を作成しており、２校に配布しております。 

○教育長【鍛代英雄】  ほかには何かありますか。よろしいですか。 

 それでは進ませていただきます。 

 

  －－－－－－－－－－－－－－ ○ －－－－－－－－－－－－－－－ 

 

日程第３ 議案第２５号 伊勢原市立子ども科学館条例施行規則の

一部を改正する規則について 

 

○教育長【鍛代英雄】  続いて日程第３、議案第２５号「伊勢原市立子ども科

学館条例施行規則の一部を改正する規則について」、提案説明をお願いします。 

○教育部長【谷亀博久】  議案書の１ページになります。伊勢原市立子ども科

学館条例施行規則の一部を改正する規則について、ご説明させていただきます。 

 伊勢原市立子ども科学館の入館料等の減免に関する規定について、基準を明確

化し、適正な運用を行うため、規則の一部を改正する必要が生じたため、伊勢原

市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則第２条第１項第２号の規定

により提案するものでございます。 

 ３ページの新旧対照表をごらんください。伊勢原市立子ども科学館の入館料等

の減免に関する規定については、これまでの第７号、その他教育委員会が特に必

要と認める場合を適用していた事案について、基準の明確化を図るため、新たに

５つの条文を追加するものでございます。 

 まず、改正案の第７条第４号では、市内の幼保連携型認定こども園の使用につ

いて、全額減免とすることを追加いたします。 

 さらに第７号では、市内の放課後児童健全育成事業、第８号では放課後等デイ
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サービス、第９号では市外の高等学校を除く学校の特別支援学級、４ページでは、

第１０号として市外の高等部を除く特別支援学校の関係者が使用する場合、それ

ぞれ５割減額することを追加するものでございます。 

 ２ページにお戻りください。一番下になりますが、この規則は令和２年４月１

日から施行いたします。 

 ご説明は以上になります。 

○教育長【鍛代英雄】  提案説明が終わりました。ご質問等がありましたらお

願いします。 

 菅原委員、どうぞ。 

○委員【菅原順子】  大変細かいことですが、３ページの（９）に、「市外の

学校の特別支援学級に所属する児童または生徒」とあります。これは市によって

違うかもしれないのですが、児童生徒は全員、通常の学級に所属するのではなか

ったでしょうか。所属して、特別支援学級に在籍するのではなかったかと思うの

ですが。 特別支援学級に「在籍する」のほうが正しくないかなと思うのですが。

ほかの部分が、「何々の児童」とあるので、「特別支援学級の児童」としてしま

えば、別に問題はないと思うのですが。 

○学校教育担当部長【石渡誠一】  再度確認いたしますが、基本的には、所属

については、特別支援学級に所属という形が、学籍上はそのような形で処理をし

ています。 

○委員【菅原順子】  「在籍」ではなくてですか。特別支援学級に在籍するけ

れど、「所属」は、全員が通常学級に所属しているのではなかったかなと。 

○学校教育担当部長【石渡誠一】  文言については、再度確認いたします。 

○委員【菅原順子】  お願いいたします。もし、そうだとしたら変えたほうが

いいのではないかと思います。厚木市ではそのように規定されています。 

 規則なので厳密にしたほうがいいと思います。 

○教育長【鍛代英雄】  それでは、ご指摘につきまして、異例ではありますが、

文言について確認いたしますが、ご指摘のように「所属」とすることが適当でな

い場合には、修正させていただくということでご理解いただいてよろしいでしょ

うか。 

 それでは、ほかに。よろしければ、今申し上げましたように、異例ではござい

ますが、条件つきでこの規則につきまして、採決に入らせていただきます。 

 議案第２５号「伊勢原市立子ども科学館条例施行規則の一部を改正する規則に

ついて」、賛成の方は挙手をお願いいたします。 

○教育長及び委員全員  挙手 

○教育長【鍛代英雄】  挙手全員。よって本案は可決決定いたしました。 

 

  －－－－－－－－－－－－－－ ○ －－－－－－－－－－－－－－－ 

 

その他 
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○教育長【鍛代英雄】  続きまして、「その他」ということで、委員の皆様か

ら何かございますか。 

 事務局からは何かありますか。 

 特にないようですので、最後に、来月の定例会の日程についてお願いします。 

○教育総務課長【古清水千多歌】  来月は、令和２年１月２８日、火曜日、午

前９時３０分から、市役所３階第２委員会室での開催となります。よろしくお願

いします。 

○教育長【鍛代英雄】  それでは、本日の教育委員会議はこれをもって閉会と

させていただきます。ありがとうございました。 

 

午前９時５５分   閉会 

 

  －－－－－－－－－－－－－－ ○ －－－－－－－－－－－－－－－ 

 

＜配布資料＞ 

□資料１ 市議会１２月定例会 教育委員会関連一般質問答弁の概要 

□議案 

 



 

令和元年１２月伊勢原市教育委員会定例会会議 日程表 

 

日時：令和元年１２月２４日（火） 

午前９時３０分から 

場所：市役所 ３階  第２委員会室 

 

開 会 

 

議 事  

日程第１  前回議事録の承認 

 

日程第２  教育長報告 

 

日程第３  議案第２５号 伊勢原市立子ども科学館条例施行規則の一部を改正す 

る規則について 

 

その他 

 

閉 会 


















